
就職・引っ越しされたご家族はいませんか？

就職して他の健康保険に加入した
パート・アルバイト先で健康保険に加入した
年収が130万円以上
（60歳以上または障害者は180万円以上）になった※１

生計維持関係がなくなった
結婚して他の被保険者の被扶養者になった
離婚した
亡くなった
国内に住所がなくなった（海外留学、海外赴任への同行などは除く）
同居が条件となる被扶養者※2が別居した
75歳になり後期高齢者医療制度に加入した

※１　繁忙期などによる一時期的な収入の超過は、事業主の証明の提出により、引き続き被扶養者となることができます。
※２　被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、兄弟姉妹以外の3親等内の親族が被扶養者になるには同居している必要があります。

上記を基準に健保組合が総合的に判断します。

こんなときは被扶養者ではなくなります

被  扶  養  者 となる要件

①年収130万円未満
　（60歳以上または障害者は180万円未満）
②被保険者と同居の場合：収入が被保険者の2分の1未満
　被保険者と別居の場合：収入が仕送り額未満

3親等内の親族で被保険者に生計を維持されている人
日本国内に居住していること
収入が下記①②の両方を満たす

「被扶養者（異動）届」を会社を通じて
提出してください。提出の期限は、被
扶養者でなくなった日から5日以内
です。健保組合から発行された有効
期限内の健康保険証や
資格確認書があれば、
添えてください。

手続きが遅れた場合、その間の自己
負担分を除く医療費等を返還して
いただきますのでご注意ください。

扶養から外す手続き

ご家族が就職や引っ越しなどで被扶養者の要件を満たさなくなったときは、
扶養から外す手続きが必要です。５日以内に「被扶養者（異動）届」を提出してください。

扶養しているご家族に
変更があったら
手続きをお忘れなく !
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